
予 算 要 求 資 料 

令和２年度９月補正予算   支出科目 款：土木費 項：都市計画費 目：都市公園費    

事業名 新都市公園許可施設損失補償費 

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）  

      都市建築部 都市公園整備局 都市公園課 管理運営係 

 電話番号：058-272-1111（内 3772） 

       E-mail：c11669@pref.gifu.lg.jp 

１ 事業費   １，０００千円（現計予算額：０円） 

＜財源内訳＞  

 

区 分 

 

事業費 

財    源    内    訳 

国 庫 

支出金 

分担金 

負担金 

使用料 

手数料 

財産

収入 

寄附金 その他 県 債 一 般 

財 源 

現 計

予算額 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

補 正 

要求額 

1,000 0 0 0 0 0 0 0 1,000 

決定額          

 

２ 要求内容 

（１）要求の趣旨（現状と課題） 

県営都市公園には、都市公園法第５条の許可を受けて、第三者が管理する

営業施設が存在する。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、全ての県

営公園を閉園したことから、上記の第三者は、営業行為ができなくなった。 

都市公園法では、この営業行為の停止を許可の効力の停止処分と定めてお

り、この処分を受けた第三者が損失を受けた場合、通常受けるべき損失を補

償しなければならないと規定されている。 

このため、同法の規定に基づき、第三者に発生した損失を補償する。 

なお、設置許可に係る使用料については、岐阜県証紙で収入済みのため、

使用料を閉園日数で日割りした分を減額し、許可の相手方に還付する。 

 

（２）事業内容 

①対象施設 

許可施設のうち、指定管理者による管理が及ばない者（２施設） 

 世界淡水魚園 岐阜名産販売（株）（物販コーナー） 

 養老公園   楽市楽座・養老運営委員会（楽市楽座・自動販売機） 



  ②対象範囲 

   閉園の影響を受けた許可施設に発生した損失（閉園期間に限る。） 

 

（３）県負担・補助率の考え方 

   県（１００万円） 

   ５０万円×２施設 

 

（４）類似事業の有無 

  ・無 

 

３ 事業費の積算内訳 

事業内容 補正額 補正理由 

負担金 1,000 コロナ対策関連による増 

合計 1,000  

 

 決定額の考え方  

 

 

 

 

４ 参考事項 

（１）後年度の財政負担 

無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事 業 評 価 調 書（県単独補助金除く） 
■  新 規 要 求 事 業  

□  継 続 要 求 事 業 

 

１ 事業の目標と成果 

（事業目標） 

 

 

（目標の達成度を示す指標と実績） 

指標名 指標の推移 現在値 

(前 年 度 末 時 点 ) 

目 標 達成

率 

○指標を設定することができない場合の理由 

 

（前年度の取組） 

  

 

（前年度の成果） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



２ 事業の評価と課題 

 

（事業の評価） 

・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） 

○：必要性が高い、△：必要性が低い  

(評価) 

〇 

 

第三者が都市公園法の許可を受けて管理する営業施設に対し、

許可の効力が停止され、第三者が損失を受けた場合、都市公園法

では通常受けるべき損失を補償しなければならないと規定されて

いる。 

・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） 

 ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得

られていない  

（評価） 

 

 

 

 

・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） 

 ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある  

(評価) 

 

 

 

 

 

（今後の課題） 

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 

  

 

（次年度の方向性） 

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今

後どのように取り組むのか 

 

 

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果） 

組み合わせ予定のイベント又

は事業名及び所管課 

 

 

組み合わせて実施する理由や

期待する効果 など 

 

 


